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地域共生のための予防措置等報告書

	事業者名
	設置（予定）場所
	出力

	
	
	ｋＷ


下記の事項１について、関係ガイドライン等を参照し、適切な予防措置等の対策を講ずることを確認欄にて宣誓し、事項２について可能な限り詳細に記載してください。

１．事業実施による環境等への影響をふまえた予防措置等の対策
	[bookmark: _Hlk217664922]区分
	宣誓・確認内容（※）
	確認欄
	非該当

	Ⅰ
	柵・塀の
設置
	関係法令等に基づく離隔の確保、金網フェンス等の設置、第三者が
容易に発電設備に接触できないような対策等を講じます。
《国GL（資源）/県GL》
	☐
	☐

	自然環境・生活環境の影響（ガイドライン29～33頁参照）
	雑草の繁茂
	雑草繁茂防止のため、適切な除草方法・頻度の設定、除草剤使用時
の飛散防止および事前周知、農地・水源地域における薬剤使用抑制
等を講じます。《国GL（資源）/県GL》
	☐
	☐

	
	パネルの
反射光
	アレイ配置の調整、植栽・フェンス設置、低反射パネルの採用等の環境配慮、反射光の影響が想定される場合のシミュレーション、住宅及び道路利用者への影響確認等を実施します。
《国GL（環境）/県GL》
	☐
	☐

	
	排水・土砂
濁水
	地表水・地下水の状況等を踏まえた排水計画の採用、工事中の濁水低減に配慮した施工、法面保護工等による土砂流出・濁水防止対策等を講じます。（判断が難しい場合には専門家に相談します。）
《国GL（環境）/県GL》
	☐
	☐

	
	景観への
配慮
	周囲の景観と調和する低明度・低彩度色の採用、低反射・無地
の太陽電池モジュール使用等の適切な設置計画を進めます。
《県GL（県土）》
	☐
	☐

	
	騒音・振動
	工事に伴う粉じん・騒音・振動の影響低減のため、工事の平準化、建設機械等の同時稼働抑制、近接住宅等への仮囲い設置、工事時間帯への配慮等を行います。《国GL（環境）/県GL》
	☐
	☐

	
	動物・植物・生態系
	重要な動植物の生息・生育地が事業区域内又は周辺にある場合には、専門家への相談を踏まえ、生息・生育地の改変回避又は最小化、工事時期等に配慮します。《国GL（環境）/県GL》
	☐
	☐

	Ⅱ 事業終了後の太陽光発電施設の撤去・処分
	事業終了後の発電設備の撤去・処分は、関係法令を遵守のうえ速やかに行い、県・市町・地域住民との合意事項がある場合には当該事項に従い対応します。《国GL（資源）/県GL》
	☐
	☐

	Ⅲ 住民説明の実施
	上記Ⅰ～Ⅱの予防措置等について、住民説明会等で地域住民への説明を行いました。
	☐
	

	Ⅳ 事業全体に
かかる宣誓事項
	関係法令及び本ガイドラインを遵守するとともに、上記Ⅰ～Ⅱの予防措置等のほか、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」（環境省）、「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）、「太陽光発電設備の開発許可等の基準や運用の考え方について」（令和５年５月25日関係省庁申合せ）等を参考に適切な対策を講じます。
	☐
	

	
	[bookmark: _GoBack]住民からの不安の声が寄せられた場合等は誠意をもって対応します。また、本報告書の提出後に計画策定段階で予期しなかった被害や影響等が生じた場合には、状況を確認のうえ、必要に応じて適切な対策を講じます。
	☐
	


（※）各種措置等に関連する主なガイドラインを《　》内に以下のとおり整理していますので、適宜参照してください。
　○国GL（環境）…「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」（環境省）　　
 ○国GL（資源）…「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）
○県GL（県土）…「太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン」（三重県県土整備部）
○県GL‥‥………「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」（三重県雇用経済部）

２．地域住民からの意見と対応
	環境等への影響及び予防措置にかかる地域住民からの意見等
	

	地域住民からの意見等への対応・講じる措置
	


【留意事項】
○　「事業実施による環境等への影響をふまえた予防措置等」について各項目の確認欄にチェックをしてください。（事業や土地等の性質上、該当しない場合は非該当にチェックをしてください。）
○　提供いただいた情報は、必要に応じ、市町、県、国の間で共有させていただきます。
○　「環境等への影響及び予防措置にかかる地域住民からの意見等」及び「地域住民からの意見等への対応・講じる措置」については、住民説明会で意見が出されなかった場合や地域住民の参加者がなかった場合等はその旨記載ください。
○　「環境等への影響及び予防措置にかかる地域住民からの意見等」は主に住民説明等において出された不安や要望などの意見等を中心に記載してください。
○　「地域住民からの意見等への対応・講じる措置」は意見等に対する地域住民への回答や対応、意見等をふまえて予防措置等の対策に反映することとした内容などを記載してください。
○　他法令の許認可等を受け、実施する場合は、その基準に従って実施してください。
